
長浜市見守り配食支援事業のご案内 
 

長浜市では、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の人等で、加齢や疾病等

のため日常的に安否確認を必要とする人を対象に、配食を通じた見守り支援を実施

しています。 

 

【ご利用いただける人】 
次の①か②のどちらかに該当し、安否確認が必要と判断される人で、市税・介護

保険料・国民健康保険料（税）及び後期高齢者医療保険料に未納がない人。 

① ６５歳以上の高齢者 

② 身体障害者手帳（肢体、視覚、内部しょうがいに限る）１級・２級、 

療育手帳重度、精神障害者保健福祉手帳１級・２級に該当する人 

 

●安否確認が必要な人とは・・・ 

・疾病等により日常生活動作（移動・排泄・洗面・入浴等）の低下がみられる人 

・認知症が進行しており、日常的な判断が十分にできない人  など 

 
※ただし、①、②どちらの場合も、同居している人が見守り（安否確認）できる場合や、

家族等の訪問やヘルパー、デイサービス等の福祉・介護サービスの利用により、週５日

以上見守り（安否確認）ができている場合は対象となりません。 

 

 

【サービス内容】 
○配食業者がお弁当を配達する際に、声かけを行い、安否確認を行います。 

（昼食または夕食どちらか一方のみ、１日 1 回、週 5 回を限度） 

○配食時、利用者に異常がある場合は、申請時に登録していただいた緊急連絡先

に連絡します。 

 

【配食業者・自己負担額】 
裏面に記載しています。 

 

【支給対象期間】 
２年間 ※期間終了後も利用いただく際は、更新申請が必要です。（誕生月で更新）

ただし、初回の対象期間は利用開始から 1 年間と、それ以降に迎える

誕生月の月末までとなります。 

 

 

R７．４～ 



【申請について】 

 申請書類に必要事項を記入し、長浜市長寿推進課に提出してください。 

 書類提出時、または後日、利用者の状況を聞き取りさせていただきます。 

  ※聞き取りの結果と審査により、利用の可否を決定いたします。 

 

 右の QR コードから、電子申請もできます。 

 

 

～ まずは、長寿推進課までご相談ください。～ 

担当：長浜市役所 長寿推進課 高齢企画係 ☎0749-65-7789 

 

 

 

 

長浜市避難支援・見守り支え合い制度をご活用ください。 

 

 

 この制度は、災害時に避難支援を必要とする方に申請いただき、名前、住所、電

話番号、一時避難場所等を記載した台帳と、一人ひとりに応じた災害時に避難支援

をするにあたって気を付けるべきことや、日ごろ見守る方法などを記載した個別計

画を作成するもので、自治会ごとに作成し備えます。 

 作成した台帳や個別計画を活用して支援を必要としている人を地域で把握し、日

ごろの見守りの実施や災害時の備えを行います。 

 

 この機会に、ぜひ長浜市避難支援・見守り支え合い制度へご登録ください。 

 

 ★詳しい制度の内容や手続きについては、黄色のパンフレットをご覧ください。 

 

 

 問い合わせ先 

   

  ・制度の内容について 

   →長浜市社会福祉課（長浜市役所本庁舎１階 ☎0749-65-6536） 

 

  ・制度への登録方法等について 

   →長浜市長寿推進課（長浜市役所本庁舎１階 ☎0749-65-7789） 

 

 

 



長浜市避難支援・見守り支え合い制度 

 

  

 

 

避難支援が必要な方に制度に登録いただき、登録申請者の「台帳」及び登録者ひとり一人の見

守り方法や避難支援方法を記した「個別計画」を作成します。この台帳や個別計画を活用して要

配慮者を地域で把握し、日ごろの見守りの実施や災害時の備えを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★「ひとり暮らしの高齢者」や「重いしょうがいのある人」など、日常生活に手

助けが必要な人や、避難をする際に支援が必要な人 

・災害が起きた時に避難情報が伝わりにくく、情報伝達に配慮が必要な人 

・避難が必要かどうか自分で判断できない人、避難の準備をひとりですることが難しい人 

 

 

 

申請書を市（長寿推進課、しょうがい福祉課）または社会福祉協議会（各支所含む）に提出し

てください。申請者が直接申請書を提出していただいても、自治会長や民生委員・児童委員、ケ

アマネジャーなどの方々を通じて提出いただいても結構です。 

※申請書は、上記の窓口に設置しています。 

郵送をご希望の場合は、市長寿推進課（℡６５－７７８９）へご連絡ください。 

見守り 

見守り 見守り 

登録の申請 

情報共有の同意 

情報の共有・連携 

連携 

制度のイメージ 

１ 制度の概要 

２ 制度の対象となる人 

３ 制度への登録方法 



長浜市見守り配食支援事業サービス業者一覧  ※詳細は各業者にご確認ください。           R７.４月～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


